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審査・審判期間の平均 

 

 平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度 平 均 

審査期間 
１０か月 

（３７件） 

９か月 

（２５件） 

８か月 

（３５件） 

９か月 

審判期間 

（本案審決） 

１６か月 

（１件） 

４１か月 

（２件） 

１５か月 

（１件） 

２４か月 

審判期間 

（課徴金審決） 

１５か月 

（７件） 

１０か月 

（１４件） 

１８か月 

（３２件） 

１４か月 

 注1 審査期間：当該年度に勧告等の法的措置が採られた事件についての審査期間の平均であり，原則として立入検査から勧告等までの期間を指す。 

注 2 審判期間：当該年度に本案審決又は課徴金審決が行われた事件についての審判期間の平均であり，審判開始決定から審決までの期間を指す。 

注 3 本案審決：ここでは違反行為に係る審判についての審判審決をいう。 

注 4 課徴金審決：課徴金納付命令に係る審判についての審決をいう。 

※ ３０日を１か月として概算したもの。 
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１ 事件処理期間の長期化 

○ 過去 3 年間の審査期間の平均は９か月，過去３年間に本案審決が出された事件の審判期間の平均は 24 か月，課徴金

審決が出された事件の審判期間の平均は平均 14 か月であり，事件処理期間は長期間に及んでいる。 

 

２ 事件処理期間の長期化の原因 

○ 本案手続が行われた後に課徴金手続が行われることとなっていた。 

○ 審判件数の急増に対して審判官の数が不足しているところ，審判官一人当たりの処理量には限界がある。 

○ 入札談合事件の課徴金算定において，個別物件ごとに競争制限効果が発生しているか否かが争点となる。 

 

 

３ 事件処理の迅速化に関する改正等 

○ 勧告手続を廃止し，排除措置命令と課徴金納付命令を同時に命じ得ることとし，事件処理を効率的に行うこととされた。 

○ 排除措置命令前に，あらかじめ名あて人に意見を述べ，証拠を提出する機会を付与する事前手続を設けた（法第 49

条第 3項ないし第 5項）。 

○ 争点を明確化するため，審判請求書において，請求者に，審判請求の趣旨及び理由に係る具体的な記載を求めること

とした（法第 52 条第 2項,審判規則第 9条） 

○ 審判官の数を政令で定めることとし（法第35条第8項），改正法施行後，審判官の定員を2名増員した（→定員計7名）。 

事件処理の迅速化について 
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本案審決及び課徴金審決における審決案の取扱い（平成１４年度～平成１６年度） 

 

 ①審決案の内

容と同じ審決 

②審決案の内容

と異なる審決 

③委員会が自ら

審判を開き審判

手続を再開した

上での審決 

④審判官に対し

更に審理すべき

点を指示し審判

手続を再開した

上での審決 

計 

平成１４年度 ８件 なし なし なし ８件 

平成１５年度 １６件（注） なし なし なし １６件 

平成１６年度 ３３件 なし なし なし ３３件 

計 ５７件 なし なし なし ５７件 
（注）審決の理由において，被審人による異議申立て及び直接陳述に対する委員会の考え方が示されているものが 1 件ある（㈱東

芝及び日本電気㈱に対する件）。 

 


